
林道東俣線通行許可申請について 

 

１ 申請にあたり 

林道東俣線は、利用する者に対して必要最低限の安全管理措置を講じた道路ですが、急峻な地形

とぜい弱な地質による落石、崩土、路肩決壊等が発生しやすく危険箇所が多くなっています。また、南

アルプスユネスコエコパークの核心地域へ行くための主要な道路であり、自然環境を保全することや通

行の安全を確保することから、「静岡市南アルプスユネスコエコパークにおける林道の管理に関する条

例」に基づき、通行者は市長の許可を受けなければならないとしています。 

観光、登山、釣り等を目的とした一般車両の通行は許可してません。 

必要かつやむを得ない場合に限り車両の通行について許可をしています。(通行可能な車両につい

ては、末尾条例等を参照してください。) 

 

２ 申請の流れ 

① 相談・申請準備【申請者】 

・初めて申請する方、申請方法がわからない方は必ず森林経営管理課に相談をしてください。 

・通行する目的を明確にしてください。 

・通行したい日の 11 日前までに申請してください。 

 ただし、４/26～5 月中旬を通行開始日としている方は、30 日前までに申請してください。 

・受注業務により通行する場合は、通行許可（変更）依頼書又は契約書の写しを準備してください。 

 

 ② 通行許可申請【申請者】 

   ・以下の申請書類を持参、郵送またはメールにより森林経営管理課宛てに提出してください。 

    記載方法は ３ 申請書類の記載方法をご覧ください。 

    メールで提出の場合、件名は「林道通行許可申請（団体名）」としてください。 

  （１）林道通行許可申請書  ※必ず提出してください。 

  （２）緊急連絡網   ※必ず提出してください。 

  （３）通行予定表       ※通行期間が 1 ヵ月を超える場合は提出してください。 

  （４）通行許可（変更）依頼書または契約書の写し ※受注業務により通行する場合は提出してください。 

  （５）その他必要書類    （例：自動車検査証等、通行する目的がわかる書類 など） 

 

 ③ 受付・審査【静岡市】  

・申請書類の審査を行います。申請内容によっては許可できない場合や追加で書類を求める場合が

あります。 

 

④許可書および通行証【静岡市】 

・許可決定後、「林道通行許可書」と「通行証」を郵送します。 

 

 ⑤通行証破棄【申請者】 

・通行許可期間が過ぎた通行証は使用できません。期限が過ぎた通行証は破棄してください。 



３ 申請書の記載方法 

(１)申請者欄は通行しようとする者の申請者名、所在地、職名及び氏名をご記入してください。 

(２)申請者欄の下部に、担当部署(所在地が申請者欄の所在地と異なるときは、所在地を記載してくださ

い。)、担当者の職氏名、郵便番号及び電話番号を記載してください。 

  ＊申請書に記載のない住所への許可書類の送付はおこないません。 

(３)通行車両責任者欄は、申請担当者又は現場責任者等代表の方を記載してください。 

(４)通行の目的欄は、具体的な内容を記載してください。 

内容によっては、許可しないことがありますので、不明な点は、森林経営管理課に事前に確認をしてく

ださい。 

 (５)通行車両欄の車名は「普通車・大型車（８ｔ超）・特車（20ｔ超）」のいずれかを記載してください。車両番

号はナンバープレートのすべての文字を記載してください。レンタカー等で車両が定まらない場合は、

当該欄には、レンタカーと記載してください。また、複数台数申請がある場合には、その旨を記載してく

ださい。 

(６)通行期間欄は、実際に通行する日を記載してください。通行期間が 1 ヶ月を超える場合は、通行予定

表を添付してください。 

 

４ 許可内容の変更について 

・許可書に記載された内容と異なる車両又は異なる目的による通行はできません。異なる目的による

通行は、再度申請が必要になりますので、必ず事前に連絡してください。 

・車両変更のみの場合は、通行許可事項変更届にて変更いたします。通行許可事項変更届の様式

は、ホームページよりダウンロードしていただくか、メールや FAX でもお送りしますのでご連絡ください。

申請書類の提出は、持参、郵送またはメールでお願いします。 

 

５ 林道の開通期間  

   当該年度の４月 26 日から 12 月 25 日までです。ただし、道路状況により期間を変更する場合がありま

す。 

 

６ その他 

   当林道は、ガードレールなどの安全施設が少なく、また、大雨や積雪などの自然現象の影響を受け

易い道路です。落石や道路の陥没による車体などの損傷や、崩土、決壊などによる予期せぬ通行止

め等、通行には危険が伴います。通行許可申請にあたっては、林道状況を御理解のうえ必要最低限

度とし、安全な通行に御協力頂きますようお願いします。 

 
【問合せ先】 

静岡市 環境局森林経営管理課 
〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 

TEL 054-221-1628  
 E-mail shinrin@city.shizuoka.lg.jp 

mailto:shinrin@city.shizuoka.lg.jp


【条例等】 

 

１ 「静岡市南アルプスユネスコエコパークにおける林道の管理に関する条例」抜粋 

 

(通行の不許可) 

第４条 市長は、前条第１項の規定による許可の申請に係る林道の通行が次の各号のいずれかに該

当するときは、これを許可しないことができる。 

(１)林産物の搬出若しくは造林、間伐、伐採等の森林施業又は農作業のための通行に支障を及ぼす

おそれがあるとき。 

(２)林道を損傷し、若しくは汚損し、又は林道の通行に危険を及ぼすおそれがあるとき。 

(３)林道の設置目的に反し、不適切であると認められるとき。 

(４)林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(禁止行為) 

第７条 何人も、林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１)林道を損傷し、又は汚損すること。 

(２)林道に土石、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又は堆積

すること。 

(３)林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。 

(４)前３号に掲げるもののほか、林道の設置目的、機能等に支障を及ぼすおそれのある行為をするこ

と。 

 

２ 通行を認める事例 

 

(１)次に掲げる業務のために通行するとき。 

  ア 林産物の搬出若しくは造林、間伐、伐採等の森林施業又は農作業 

  イ 漁業 

  ウ 有害鳥獣の駆除 

  エ 林道の利用区域内の事業所、施設、設備等における業務(事業所等への物資の運搬、宿泊施設

への送迎を含む。) 

(２)治山事業、林道事業、砂防事業等を行うために通行するとき。 

(３)国又は地方公共団体の職員等が、公務のために通行するとき。 

(４)国又は地方公共団体から委託を受けて業務を実施するために通行するとき。 

(５)電気通信事業者が、電気通信事業のために通行するとき。 

(６)電気事業者が、電気事業のために通行するとき。 

(７)報道機関が、取材のために通行するとき。 

(８)林道の利用区域内の土地の地権者が、当該土地の管理のために通行するとき。 

(９)次に掲げるときのうち、市長が必要があると認めるもの 

  ア 南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画の施策を推進する事業、活動等のために通行すると

き。 

  イ 山岳遭難の予防及びその対策等のために通行するとき。 

  ウ 自然、環境等の保護、調査、研究等のために通行するとき。 

  エ 学術研究のために通行するとき。 

  オ 学校の教育活動のために通行するとき。 

  カ 教育、教養等を目的とした写真、映像等の撮影のために通行するとき。 

  キ 業として写真又は映画を撮影するために通行するとき。 

  ク 地区の住民が慣習的な行事のために通行するとき。 

(10)(１)から(９)までに掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。 


